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登録申込書記載要領
１　提出部数
１部
２　「企業グループ名称」欄
企業グループの名称がある場合は、記載してください。
３　「構成企業」欄
記載欄が不足する場合は、登録申込書の様式にならい、Ａ４判横書きで適宜作成してください。
４　「要項名（本文）」欄

登録を申し込む街区に関する募集要項の名称をすべて記入してください。

５　「登録申込街区」欄

登録を申し込むすべての街区について記入してください。記載欄が不足する場合は、その下に続けて記入してください。

また、「開発希望規模」欄には開発を希望する敷地規模を記入してください。

６　「着工希望時期」欄
着工を希望する時期を記載してください。　
７　「開発の趣旨」欄
以下の項目を中心として、簡潔に記載してください。
なお、各項目の配分は自由としますが、図面、パース等は使用しないものとします。記載欄が不足する場合は、Ａ４判横書きで適宜作成してください。
(1)　開発の基本的な考え方（事業スキーム）
(2)　建設する施設の機能構成
(3)　街区の選定理由
（4） 分割区画の開発を希望する場合、当該区画の位置と分割する理由
(5)　着工の時期に関する考え方
(6)　グループを編成する場合の考え方及び各構成員の役割分担
(7)　ＳＰＣによる事業の有無
８　「事務担当責任者」欄
企業グループの場合は、代表企業から選任してください。
《単独企業の場合》
登　録　申　込　書

平成　　年　　月　　日
横浜市長
所 在 地

法 人 名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
みなとみらい２１○○地区○○街区開発事業者募集要項に基づき、登録資格基準を満たしていることを確認の上、次のとおり登録を申し込みます。
《企業グループの場合》
登　録　申　込　書
平成　　年　　月　　日
横浜市長
（企業グループ名称）名    称

　　　　　　　　　　　　　　　（代表企業）所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　（構成企業）所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
みなとみらい２１○○地区○○街区開発事業者募集要項に基づき、登録資格基準を満たしていることを確認の上、次のとおり登録を申し込みます。
《共通》
１　登録申込街区　　（　　　街区）
(1)　開発希望規模　　（　　　　　　　㎡）

(2)　着工希望時期　　平成　　年　　月
(3)　開発の趣旨
２　登録申込街区　　（　　　街区）

(1)　開発希望規模　　（　　　　　　　㎡）

(2)　着工希望時期　　平成　　年　　月
(3)　開発の趣旨
３　添付書類（各１部）
(1)　発行後３か月以内の印鑑証明書
(2)　定款
(3)　商業登記簿謄本
(4)　最近期３か年分の貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益金処分計算書、

(5)　会社案内書
(6)　最近期の有価証券報告書（上場企業のみ）
(7)　過去１０年間程度の開発事業等実績書（書式自由）
４　事務担当責任者
	法人名
	

	所属・役職名
	

	氏名
	

	連絡先
	所在地　〒
TEL　　　　　　　　　　　　FAX


応募書類作成要領
応募書類のうち、提案申込書、事業計画、開発計画及びＳＰＣ設立の事業実施計画書については、次の仕様に基づき簡潔に作成してください。
１　内容について
(1)　事業計画（Ａ３判５枚程度）
ア　提案趣旨
事業計画の提案趣旨について、事業の方針や経営の見通し等を含めて、簡潔にまとめてください。
イ　事業概要
事業主体や事業の仕組、グループの場合は各構成員の役割について、簡潔にまとめてください。
ウ　テナント誘致方針
テナントの誘致を予定している場合は、誘致の方針と構成の考え方を簡潔にまとめてください。
エ　資金計画・収支計画
事業費や資金計画表、収支計画表を記載してください。
オ　開発スケジュール
開発予定者決定から竣工までのスケジュールを表にまとめてください。
(2)　開発計画
ア　開発コンセプト（Ａ３判１枚程度）
本街区の計画、開発コンセプトを簡潔にまとめてください。
イ　施設計画概要
・　計画概要（Ａ３判１枚程度）
施設の規模・用途等を簡潔にまとめてください。その際、簡単な図面・パース等を併用しても構いません。
・　街区整備計画図（Ａ３判１枚程度）
配置計画、動線計画、交通処理計画等を簡潔にまとめてください。
・　建築計画図（Ａ３判３枚程度）
１階部分及び基準階平面図、立面図、断面図等
・　イメージパース（Ａ３判３枚程度）
建物外観および低層部内観のイメージパースを作成してください。
(3)　ＳＰＣ設立の事業実施計画書
ＳＰＣのエクイティ出資者やアセットマネジメント及びプロパティマネジメント業務等を担う企業名を付した全体スキーム図や設立に向けたスケジュール等を簡潔にまとめてください。
３　仕様等について
(1)　仕様
ア　事業計画、開発計画及びＳＰＣ設立の事業実施計画書を左綴じ合本としてください。
イ　表紙及び目次をつけ、表紙にはグループ等の名称を明記してください。
(2)　部数
１０部
《単独企業の場合》
提　案　申　込　書
平成　　年　　月　　日
横浜市長
所 在 地

法 人 名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
みなとみらい２１○○地区○○街区開発事業者募集要項に基づき、次のとおり応募します。
１　事業計画（提案趣旨、事業概要、テナント誘致方針、資金計画・収支計画、開発スケジュール）
２　開発計画（開発コンセプト、施設計画概要）
３　ＳＰＣの設立計画（全体スキーム・スケジュール)
４　事務担当責任者
	法人名
	

	所属・役職名
	

	氏名
	

	連絡先
	所在地　〒
TEL　　　　　　　　　　　　FAX


《企業グループの場合》
提　案　申　込　書
平成　　年　　月　　日
横浜市長
（企業グループ名称）名    称

　　　　　　　　　　　　　　　（代表企業）所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　（構成企業）所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
みなとみらい２１○○地区○○街区開発事業者募集要項に基づき、次のとおり応募します。
１　事業計画（提案趣旨、事業概要（各構成員の役割）、テナント誘致方針、資金計画・収支計画、開発スケジュール）
２　開発計画（開発コンセプト、施設計画概要）
３　ＳＰＣの設立計画（全体スキーム・スケジュール)
４　事務担当責任者
	法人名
	

	所属・役職名
	

	氏名
	

	連絡先
	所在地　〒
TEL　　　　　　　　　　　　FAX


質　疑　書
平成　　年　　月　　日
横浜市長
所 在 地

法 人 名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
みなとみらい２１○○地区○○街区開発事業者募集要項について質疑がありますので、別紙のとおり提出します。
事務担当責任者
	法人名
	

	所属・役職名
	

	氏名
	

	連絡先
	所在地　〒
TEL　　　　　　　　　　　　FAX


【別紙】
（質疑件数　　件）
	質疑事項
	（要項　　頁　　行）

	内　　容
	


＊注　　質疑事項は１件につき１枚とし、簡潔にまとめてください。
（代表者印は１枚で結構です。）
予約契約書《標準例》
（＊個々の状況に応じて、条項が異なることがあります。）
横浜市（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）とは、次の条項により予約契約を締結する。
（信義誠実の義務）
第１条　甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
（売買物件）
第２条　売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。

（基本計画協議書）
第３条　甲及び乙は、この予約契約書に付属図書として添付する「みなとみらい２１○○地区○○街区開発事業基本計画協議書」（以下「基本計画協議書」という。）に定める事項について、協議に努めなければならない。
２　乙は、やむを得ない事由により、基本計画協議書に関する事項を大幅に変更しようとするときは、あらかじめ甲と協議し、甲の承認を得なければならない。
３　前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
（事業者）
第４条　この予約契約の締結をもって、甲は、乙をみなとみらい２１○○地区○○街区における事業者とする。
（基本計画協定の締結）
第５条　乙は、甲と協議のうえ、基本計画協議書に基づき、基本計画を策定し、甲と協定を締結するものとする。
２　前項に規定する協定の締結は、第７条に定める土地売買契約に先立ち行われなければならない。
（遵守事項）
第６条　乙は、開発事業の設計・実施にあたっては、関連法令や「みなとみらい２１○○地区地区計画」及び（「みなとみらい２１街づくり基本協定」、「みなとみらい２１○○地区○○景観○○ガイドライン」）を遵守するものとする。
（土地売買契約の締結）
第７条　乙は、平成○年○月○日（事業予定者決定の翌日から1年以内）までに、甲と土地売買契約を締結しなければならない。
２　乙は、前項に定める期限までに土地売買契約を締結できない場合、書面によりその理由及び新たな期限を申し出て、甲の承認を得なければならない。
３　甲は、期限延長を承認した場合、乙に書面で通知するものとする。
（売買代金）
第８条　売買代金は、金○○○円とする。
２　乙は、売買代金を、土地売買契約を締結した日から15日以内で両者の定める日に甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
３　甲は、乙の責に帰すべき事由により、前条第２項に定める土地売買契約締結の期限を延長した場合、遅延損害金を徴収することができるものとする。
（所有権の移転等）
第９条　売買物件の所有権は、乙が前条第２項に基づき売買代金を納付したとき、乙に移転する。
２　甲は、前項の定めにより売買物件の所有権が移転したときに、この物件を現状有姿の状態で乙に引き渡したものとする。
（工事の着手等）
第10条　乙は、前条第２項の定めにより売買物件の引渡しを受けた後、基本計画協定に基づき着工し、竣工に努めるものとする。
（予約金の預託）
第11条　乙は、この予約契約締結時に予約金として金○○○円（売買代金の５％相当額）を甲に預託しなければならない。
２　前項により預託された予約金は、民法（明治29年法律第89号）第557条に規定する手附金とは解さない。また、乙が甲に支払うべき損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
（予約金の返還）
第12条　甲は、土地売買契約締結時において、前条第１項の定めにより乙が預託した予約金は、売買代金の一部に充当するものとする。ただし、この予約金に利息は付さない。
２　次条の規定に基づき、予約契約が解除された場合には、甲は、前条第１項の定めにより乙が預託した予約金を返還しない。
（予約契約の解除）
第13条　甲は、乙の責めに帰すべき事由によりこの予約契約に定める義務を乙が履行しない場合、予約契約を解除することができる。
（予約契約の費用）
第14条　この予約契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
（疑義の決定）
第15条　この予約契約に関し疑義のあるとき、又はこの予約契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
（裁判管轄）
第16条　この予約契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この予約契約の締結を証するため、この予約契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して各自その１通を保有する。
平成　　年　　月　　日
甲　　横浜市中区港町１丁目１番地
横浜市
横浜市契約事務受任者
横浜市港湾局長　　　　　　　　　　　　　　　　　印
乙
印
土地売買契約書（一括納付の場合）《標準例》
（＊個々の状況に応じて、条項が異なることがあります。）
売払人横浜市（以下「甲」という。）と買受人○○○（以下「乙」という。）とは、次の条項により土地売買契約を締結する。
（信義誠実の義務）
第１条　甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
（売買物件）
第２条　売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。
（売買代金）
第３条　売買代金は、金○○○円とする。

２　前項の売買代金のうち、金○○○円は平成○年○月○日に締結した予約契約書第11条第１項の規定に基づき預託された予約金（以下「予約金」という。）より充当するものとする。
（売買代金の納付）
第４条　乙は、売買代金のうち予約金を除いた金○○○円を、甲の発行する納入通知書によりこの契約を締結した日から15日以内で両者の定める日に納付しなければならない。
（用途指定）
第５条　乙は、売買物件を次の用途に供しなければならない。
用　　途　　　　○○○建物敷地（以下「指定用途」という。）
２　乙は、売買物件を平成○年○月○日（以下「指定期日」という。）までに前項に定める指定用途に供しなければならない。

３　乙は、売買物件を、指定期日から５年が経過する日までの間（以下「指定期間」という。）、引き続き指定用途に供しなければならない。
（指定用途の変更等の承認）
第６条　乙は、次の各号のいずれかに掲げる場合において、指定用途の変更若しくは解除又は指定期日若しくは指定期間の変更を必要とするときは、事前に詳細な理由を付した願書を提出し、甲の承認を得なければならない。
(1)　不可抗力又は過失によって売買物件が滅失又はき損し、引き続きその用に供することが著しく困難又は不可能である場合
(2)　社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置、企業の合理化等により、売買物件を引き続きその用途に供することが真に困難又は不適切となった場合
２　前項の甲の承認は、書面によるものとする。

（売買物件の譲渡等の禁止）
第７条　乙は、指定期間の末日まで、甲の承認を得ないで、売買物件の所有権を第三者に移転し又は貸し付けてはならない。
２　前項の甲の承認は、書面によるものとする。
（所有権の移転及び登記の嘱託）
第８条　売買物件の所有権は、乙が第４条に基づき売買代金を納付したとき、甲から乙に移転する。
２　乙は、売買物件の所有権が移転した後、甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託する。

なお、所有権の移転登記に要する費用は乙の負担とする。
（売買物件の引渡し）
第９条　甲は、前条第１項の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに、この物件を現状有姿の状態で乙に引き渡したものとし、乙は、この物件の受領書を甲に提出する。
（かし担保）

第10条　乙は、この契約締結後に、売買物件に数量の不足その他隠れたかし（土壌汚染及び残存地中障害物を含む。）があることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
（実地調査等）
第11条　甲は、この契約の履行に関し、必要があると認めるときは、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は調査等に協力しなければならない。
（買戻しの特約）
第12条　甲は、乙が第５条又は第７条に定める義務に違反したときは、甲が受領した売買代金を乙に返還して、売買物件を無条件で買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用及び売買物件に投じた必要費、有益費等乙の負担した一切の費用は償還しないものとする。
２　前項の規定により、甲が売買物件を買い戻す場合は、甲の返還する売買代金には利息を付さない。
３　第１項の規定による買戻しの期間は、この契約を締結した日から10年とする。
４　買戻特約の登記及び買戻しの手続は、すべて甲の指示によって行うものとし、その登記に要する費用は乙の負担とする。
５　甲は、指定期間が満了した場合において、乙に第５条又は第７条に定める義務に違反する事実がないと認めたときは、買戻しの特約を解除するものとする。この場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は乙の負担とする。
６　買戻しをした場合において、乙又は第三者に損害が生じても、甲はその責任を負わない。

（違約金）
第13条　乙は、第５条又は第７条に定める義務に違反したときは、金〔売買代金の３割〕円を、第11条に定める義務に違反したときは、金〔売買代金の１割〕円を、違約金として、甲に支払わなければならない。

２　前項に定める違約金は、第16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
（契約の解除）
第14条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
２　甲は、前項に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。この場合において、返還金には利息を付さない。
３　甲は、解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用を返還しない。
４　甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。

（原状回復等）
第15条　乙は、甲が第12条第１項の規定により買戻権を行使したとき、又は前条の規定により解除権を行使したときは、売買物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。
２　乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲が指定する期日までに、売買物件の所有権移転登記承諾書及びその他必要書類を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）
第16条　乙は、この契約に定める義務を履行しないことにより甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
（返還金の相殺）

第17条　甲は、第12条第1項の規定による買戻権の行使又は第14条第1項の規定による解除権の行使により売買代金を返還する場合において、第13条に定める違約金及び前条に定める損害賠償金と返還する売買代金を対等額について、相殺する。

（契約の費用）
第18条　この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
（疑義の決定）
第19条　この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
（裁判管轄）
第20条　この契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して各自その１通を保有する。
平成　　年　　月　　日
売 払 人（甲）　横浜市中区港町１丁目１番地
横浜市
横浜市契約事務受任者
横浜市港湾局長　　　　　　　　　　　　　　　　　印
買 受 人（乙）
印
土地売買契約書（分割納付の場合）《標準例》
（＊個々の状況に応じて、条項が異なることがあります。）
売払人横浜市（以下「甲」という。）と買受人○○○（以下「乙」という。）とは、次の条項により土地売買契約を締結する。
（信義誠実の義務）
第１条　甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
（売買物件）
第２条　売買物件は、別紙物件明細書のとおりとする。
（売買代金）
第３条　売買代金は、金○○○円とする。
（即納金の納付）
第４条　売買代金のうち即納金は、金○○○円とする。

２　前項の即納金のうち、金○○○円は平成○年○月○日に締結した予約契約書第11条第１項の規定に基づき預託された予約金（以下「予約金」という。）より充当するものとする。

３　乙は、即納金のうち予約金を除いた金○○○円を、甲の発行する納入通知書によりこの契約を締結した日から15日以内で両者の定める日に納付しなければならない。
（延納の特約）
第５条　甲及び乙は、第３条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた延納代金

金○○○円について次条に定めるところにより延納の特約をする。
（延納代金の納付方法）
第６条　延納代金の納付方法は○回の割賦払いとし、各回の納付期限及び各納付期限に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計金額は、別紙延納納付表のとおりとする。

なお、この場合における延納利息の利率は年○％とする。
２　乙は、前項に定める表の各欄に掲げる合計金額をこの各欄に掲げる納付期限までに、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
（延納代金の繰上納付）
第７条　乙は、延納代金を繰上納付しようとするときは、あらかじめ繰上納付しようとする延納回数、元金の額及び繰り上げた場合の納付予定期日を甲に申請し、甲はこれを審査するものとする。
２　乙は、甲が前項の規定により延納代金の繰上納付を承認したときは、繰り上げた延納代金を、甲の発行する納入通知書により甲が審査して決定した納付期限までに納付しなければならない。
３　甲は、第１項の規定により乙が延納代金を繰上納付するときは、その納付金額にかかる繰上期間に相当する期間の延納利息額を減額する。ただし、繰上期間が１か月未満であるときはこの限りでない。

なお、この場合における延納利息の利率は年○％とする。
（用途指定）
第８条　乙は、売買物件を次の用途に供しなければならない。
用　　途　　　　○○○建物敷地（以下「指定用途」という。）
２　乙は、売買物件を平成○年○月○日（以下「指定期日」という。）までに前項に定める指定用途に供しなければならない。
３　乙は、売買物件を、指定期日から５年が経過する日までの間（以下「指定期間」という。）引き続き指定用途に供しなければならない。
（指定用途の変更等の承認）
第９条　乙は、次の各号のいずれかに掲げる場合において、指定用途の変更若しくは解除又は指定期日若しくは指定期間の変更を必要とするときは、事前に詳細な理由を付した願書を提出し、甲の承認を得なければならない。
(1)　不可抗力又は過失によって売買物件が滅失又はき損し、引き続きその用に供することが著しく困難又は不可能である場合
(2)　社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置、企業の合理化等により、売買物件を引き続きその用途に供することが真に困難又は不適切となった場合
２　前項の甲の承認は、書面によるものとする。
（売買物件の譲渡等の禁止）
第10条　乙は、指定期間の末日まで、甲の承認を得ないで、売買物件の所有権を第三者に移転し又は貸し付けてはならない。
２　前項の甲の承認は、書面によるものとする。
（所有権の移転及び登記の嘱託）
第11条　売買物件の所有権は、乙が第４条に基づき即納金を納付したとき、甲から乙に移転する。
２　乙は、売買物件の所有権が移転した後、甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託する。

なお、所有権の移転登記に要する費用は乙の負担とする。
（売買物件の引渡し）
第12条　甲は、前条第１項の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに、この物件を現状有姿の状態で乙に引き渡したものとし、乙は、この物件の受領書を甲に提出する。
（かし担保）

第13条　乙は、この契約締結後に、売買物件に数量の不足その他隠れたかし（土壌汚染及び残存地中障害物を含む。）があることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
（延納特約の解除）
第14条　甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延納特約を解除又は変更することができる。
(1)　乙における売買物件の管理が適当でないと甲が認めたとき
(2)　乙について、差押、仮差押若しくは仮処分の申請又は民事再生手続開始の申立てがあったとき
(3)　乙が租税その他公租公課について滞納処分を受けたとき
(4)　乙が次条に定める義務に違反したとき
(5)　乙が第６条第１項の表の各欄に定める合計金額を、当該各欄に定める納付期限までに支払わなかった場合において、甲が必要と認めるとき
２　甲が前項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は未納の延納代金と、この金額に対して解除の日までに付すべき延納利息との合計額を一括して、甲の定める期日までに甲に支払わなければならない。この場合における延納利息の利率は年○％とする。
３　第１項第２号から第４号までに該当するときは、乙は速やかに甲にその旨を報告しなければならない。
（延納代金の納付の遅延に伴う延滞金）
第15条　乙は、第６条第１項の表に定める合計金額を同表に定める納付期限までに納付しなかったとき、第７条の規定により納付期限を繰り上げた場合において納付すべき金額をその期限までに納付しなかったとき、又は、前条の規定により延納の特約を解除された場合において納付すべき金額を甲の定める期日までに納付しなかったときは、その期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その納付すべき金額について年14.6％の割合を乗じて計算した金額を、延滞金として甲に支払わなければならない。
２　前項に定める延滞金の計算において、納付すべき金額に1,000円未満のは数がある場合はそのは数を切り捨てるものとし、納付すべき金額が2,000円未満である場合はその金額を切り捨てる。
３　前２項により計算した延滞金の額に100円未満のは数がある場合はそのは数を切り捨てるものとし、延滞金の額が100円未満である場合はその全額を切り捨てる。
（実地調査等）
第16条　甲は、延納代金の納付がないとき、又はこの契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は調査等に協力しなければならない。
（買戻しの特約）
第17条　甲は、乙が第６条に定める義務を履行しないとき、第８条若しくは第10条に定める義務に違反したとき、又は第14条第２項に定める義務を履行しないときは、甲が受領した売買代金を乙に返還して、売買物件を無条件で買い戻すことができる。この場合、売買契約に要した費用及び売買物件に投じた必要費、有益費等乙の負担した一切の費用は償還しないものとする。
２　前項の規定により甲が売買物件を買い戻す場合は、甲の返還する売買代金には利息を付さない。
３　第１項の規定による買戻しの期間は、この契約を締結した日から10年とする。
４　買戻特約の登記及び買戻しの手続は、すべて甲の指示によって行うものとし、その登記に要する費用は乙の負担とする。
５　甲は、指定期間が満了した場合において、乙に第８条及び第10条に定める義務に違反する事実がないと認めたときは、買戻しの特約を解除するものとする。この場合、乙の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託し、この登記に要する費用は乙の負担とする。
（違約金）
第18条　乙は、第６条若しくは第14条第2項に定める義務を履行しないとき、又は、第８条若しくは第10条に定める義務に違反したときは、金〔売買代金の３割〕円を、第16条に定める義務に違反したときは、金〔売買代金の１割〕円を、違約金として、甲に支払わなければならない。

２　前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
（契約の解除）
第19条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
２　甲は、前項に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。この場合において、返還金には利息を付さない。
３　甲は、解除権を行使したときは、乙が負担したこの契約の締結に要した一切の費用を返還しない。
４　甲は、解除権を行使したときは、第15条の規定により乙が支払った延滞金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
（原状回復等）
第20条　乙は、甲が第17条第１項の規定により買戻権を行使したとき、又は前条の規定により解除権を行使したときは、売買物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。
２　乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲が指定する期日までに、売買物件の所有権移転登記承諾書及びその他必要書類を甲に提出しなければならない。
（損害賠償）
第21条　乙は、この契約に定める義務を履行しないことにより甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
（返還金の相殺）

第22条　甲は、第17条第1項の規定による買戻権の行使又は第19条第1項の規定による解除権の行使により売買代金を返還する場合において、第18条に定める違約金及び前条に定める損害賠償金と返還する売買代金を対等額について、相殺する。

（契約の費用）
第23条　この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
（疑義の決定）
第24条　この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
（裁判管轄）
第25条　この契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、それぞれに甲乙記名押印して各自その１通を保有する。
平成　　年　　月　　日
売 払 人（甲）　横浜市中区港町１丁目１番地
横浜市
横浜市契約事務受任者
横浜市港湾局長　　　　　　　　　　　　　　　　　印
買 受 人（乙）
印
	問い合わせ窓口

（社）横浜みなとみらい２１

〒220-0012　横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号

　　　　　　　　　クイーンモール　３階

ＴＥＬ　０４５（６８２）４４０４

ＦＡＸ　０４５（６８２）４４００

企画調整部　
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